
 

海洋生物資源の保存及び管理に関する基本計画第１の別に定める「くろまぐろ」について 新旧表 

改正後 改正前 

（第５管理期間） 

 

第１～第２ (略) 

（第５管理期間） 

 

第１～第２ (略) 

第３ くろまぐろの漁獲可能量に関する事項 

１ (略) 

第３ くろまぐろの漁獲可能量に関する事項 

１ (略) 

（１） (略) 

（２）大型魚の漁獲可能量は、平成14（2002）年から平成16（2004）年までの

平均漁獲量（4,882トン）に、小型魚の漁獲可能量から振り替えた数量（250

トン）を加えた数量（5,132 トン）とする。このうち、配分を留保する数量

を45.8トンとする。 

（１） (略)  

（２）大型魚の漁獲可能量は、平成14（2002）年から平成16（2004）年までの

平均漁獲量（4,882トン）に、小型魚の漁獲可能量から振り替えた数量（250

トン）を加えた数量（5,132トン）とする。このうち、配分を留保する数量

を125.8トンとする。 

第４ くろまぐろの漁獲可能量のうち大臣管理漁業の種類別に定める数量に関する事

項 

１ (略) 

第４ くろまぐろの漁獲可能量のうち大臣管理漁業の種類別に定める数量に関する事

項 

１ (略) 

第１種特定海洋生物資源 大臣管理漁業の種類 数量（トン） 

くろまぐろ（小型魚）  (略)  (略) 

 (略)  (略) 

 (略)  (略) 

くろまぐろ（大型魚）  (略)  (略) 

 近海かつお・まぐろ漁業及び

遠洋かつお・まぐろ漁業 
442.6 

 (略)  (略) 
 

第１種特定海洋生物資源 大臣管理漁業の種類 数量（トン） 

くろまぐろ（小型魚）  (略)  (略) 

 (略)  (略) 

 (略)  (略) 

くろまぐろ（大型魚）  (略)  (略) 

 近海かつお・まぐろ漁業及び

遠洋かつお・まぐろ漁業 
362.6 

 (略)  (略) 
 

２～８ (略)  ２～８ (略) 

第５～第７ (略) 第５～第７ (略) 


